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論 説

非対称型戦争と平和的解決

高 村 忠 成

1.は じめ に

2001年9月11日,ア メ リカで起 こった同時多発 テ ロ事件 は,21世 紀の開

幕の年 を印象付 ける世界史的な大事件 として,永 らく後世の歴史 に刻 印されて

い くことは間違 いない。民間飛行機 を4機 をハ イ ジャ ック し,燃 料 を満載 し

たその飛行機 で,2機 はニュー ヨー クの世界貿易セ ンター ビルに突込んで同 ビ

ルを倒壊 させ,1機 はワシン トンの米国防総省 ビルに突入 して爆発炎上,さ ら

に もう1機 は ピッツバ ー グ郊外 に墜落 して乗客乗員全 員が死亡 した。 ピッツ

バー グ郊外 に落 ちた飛行機 は,ホ ワイ ト・ハ ウスへの突入を 目標 に して いたの

で はな いか と疑 われて い る。 いず れ にせ よ,こ の事件 で死 亡 した人 は3,000

人近 くにのぼ り,受 けた物質 的被害 は計算が事実上,不 可能,し か もアメ リカ

人を は じめ世界 の人々に与えた精神的打撃 は推 し測 ることはで きない。 と くに,

世界経済 に もた らす損失 の大 きさにいた って は,全 く予想がっか ないといわれ

て いる。

ブッシュ ・アメ リカ大統領 は,こ れはアメ リカに対す る戦争である,と い っ

たが,た しか に被害の規模,犯 罪の実行に用 いた手 口,手 段 などを考え ると,

たんなるテ ロの域 を越え,戦 争 といって も過言で はないか も しれない。 もちろ

ん,大 量破壊 テ ロと名付 け られるか もしれないが,や は り新 しい戦争,見 えな
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い戦争(国 家が テロ組織 を相手 にす る)と い ったほ うが適切 な感 じもす る。1

部 には,「21世 紀型 の戦争」 とまで いわれてい るが,21世 紀 は,新 たな戦争

を もって開幕 した とい った らいい過 ぎで あろ うか。 ちなみに,ク ラウゼヴ ィッ

ツ(Clausewit3)は,「 テロ リズムは,他 の集 団を もってす る戦争 の継続で あ

る」 とい ってい る。1)

思えば,新 世紀 の幕開 けには大 きな戦争が 目立 ってい る。19世 紀に は欧州

を舞台 に してのナ ポ レオ ン戦争が,20世 紀 に は世界 を戦場 と した第1次 世界

大戦が,そ して21世 紀 には人類や文 明に挑戦す る新 しい型の戦争が勃発 した

のであ る。 とくに,「20世 紀 は革命 と戦争の世紀」(ア レン ト)と いわれただ

けに,そ の反省を こめて,「21世 紀 は平和 と文 明の世紀」 に しよ うとさけばれ

て いた。 それだけに,2001年9月11日 の同時多発 テロ事件の発生 は,21世

紀 の人類 の行 くえ に闇雲 を投 げか けた もので あ った。なぜか21世 紀の未来が,

い っぺん に暗 くな って しまった感がす る。 もちろん,全 くの悲観論 に陥 る必要

はないか もしれないが,そ うか とい って,楽 観的な理想主義 にひた ること もで

きない。気 を引 き締 めて,厳 しい現実 にたちむかわな くてはな らない緊張感が

人類の間に漂 うことにな ったのである。

ところで,今 回のテロ事件を,「 新 しい戦争」 とか 「21世 紀型 の戦争」 とか

い う呼び方を して いるが,こ れは何を意味す るので あろ うか。新 しいとは何を

さ しての ことで あろ うか。 それ は一言 に して いえば,1648年 の ウェス トフ ァ

リア体制 といわれ る国際 システムの もとでの多 くの戦争が,い わゆ る主権国家

間で戦われた ものであるのに対 して,今 回の戦争 はそ うで はない ことを意味 し

ている。戦争 といえば,こ れ までは主 として国家 と国家の間の武 力闘争 とい う

のが一般 的な見方で あ った。 それ以外の ものは,内 戦,暴 動,テ ロ,民 族 間の

抗争 などといわれ,い わゆる主権国家 どう しが組織的 に行 う暴力行為 とは区別

されていた。 もちろん,近 代国際 システム誕生以降 も,内 戦,暴 動,テ ロ,抗

争 は頻発 していたが,し か し,戦 争 とはあ くまで も,主 権国家 どう しが戦 う武

力闘争 というのが基本であ った。 これが,1991年12月,ソ 連邦の解体 によ

る冷戦構造崩壊 までの主 な戦争の形態であ った。

ところが,冷 戦後の世界 にな ると,そ れまで,米 ソの圧倒的な軍事力 とイデ
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オ ロギーによって押 さえっ け られていた重圧が とれて,世 界各地で,民 族紛争,

宗教戦争,地 域抗争が浮上 して きた。それ らは,主 権 国家間の戦争 とい うよ り

も,主 権国家内の内戦 であ り,相 剋であ った。争 いの形態が,近 代主権 国家誕

生以前 の,ヨ ー ロ ッパ 中世 の よ うな状態へ逆 行 して しまった感す らあ る,と

い って も過言 で はない。 しか し,今 回の同時多発 テロ事件 は,こ う した非国家

主体 同士の争 いで もな く,む しろ非国家主体が主権国家に挑戦を挑んだので あ

る。 しか も,た ん なる個人や集 団ではな く,巨 大 な国際テ ロ組織が主権 国家 に

たちむか ってい った。 さ らに,そ の 目的 も,国 家機構や軍事組織 の破壊だ けで

はな く,世 界貿易 セ ンター ビル とい う世界経済活動 の中枢部 の破壊 にまで及ん

だのであ る。攻撃 目標が,政 治,軍 事,経 済 にわた り,し か も,人 的攻撃 目標

は軍人 に限 らず,一 般民間人を も巻 きそえにす るとい う形態 をとった。 もちろ

ん,主 権国家間の戦争 のルールであ る,国 際法 にの っとった宣戦布告 などの形

式 は全 く踏 まれていない。突然の,不 意 を衝 いた闇打 ちであ る。 こう した形 の

非国家主体 による主権国家 に対す る大規模 な破壊攻撃,こ れを主権国家対主権

国家 の戦 いを対称型戦争 と呼ぶのに対 して,非 対称型戦争 とい う。 この形態が,

21世 紀 の新 たな戦争 の形 と して浮上 して きたのであ る。 こうした問題 に,い

かにたち向か うか とい うのが,人 類 の新たな課題 とな ったのである。2)

非対称型 戦争 の特徴 はど こにあ るので あ ろ うか。 その第1は,こ れ まで の

国際法や国際的な規則,ル ールが全 く通用 しないとい うことである。 い うまで

もな く,国 際法をは じめ とす る国家間の規則やル ールは主権国家間の取 り決 め

で ある。主権国家 と主権国家が,問 題の平和的解決 のため,こ れまで に営 々 と

して築 きあげて きたのが,そ れ らの規則 であ りル ールであ った。 したが って,

国家間に何 らかの問題 が発生 した時,主 権国家 はそれぞれ国際法規 に照 し,で

きうる限 りそれに則 った形で平和 的に問題解決 にあたろうと努力す る。国連 な

どの国際機関 も,そ のよ うな国際的なルール に もとついて,紛 争解決 に尽力す

るのである。 ところが,テ ロな どのように,0方 の当事者が非国家的行為主体

の場合,こ のよ うな国際法 などの適用は難 しくな る。一方が国際法規 を遵守 し

よ うと して も,他 方 はそれを無視す るか,全 く守 る意思が ない。 そのために,

国際法規 は作動す る機会を もたないのである。いなむ しろ,非 対称型戦争 の非
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国家的行為主体 の場合,そ のよ うな既存 の法体系 その ものを打 ち破 ることが 目

的であ る。それによって,自 分 たちの存在や主張 をア ピール しよ うとす るので

ある。 そのために,国 際法規の遵守な どは,端 か ら意 に介 していないので ある。

第2に,主 権i国家 が戦 争の 当事者 で あるな らば,何 らかの形 の統制が可 能

であ る。か りに も国家 であるので,話 し合 いや交渉の場 を もと うとす る提案な

どに も,一 応の検討 の余地 はあ るであろ う。 また,一一定 の規制,規 律,お さえ

など もき くことが あ る。 た とえ その国家が専制支配 的な性格 をおびた もので

あ って も,全 くの暴走状態 にな ることは回避 で きるであろ う。 とい うの も,国

家の支配者 ともなれば,そ れが どのよ うな形 や種類の国家であ って も,国 およ

び国民 に対 して一定 の責任を負 ってい るので,過 度 に無暴 な態度 はとれないの

であ る。 ところが,テ ロ集団のよ うな非国家 的行動主体 の場合,そ の構成員の

数 は国家 よ りもはるかに少ないであ ろう し,な によ りも リーダーの意 向が強 く

働 く。集団内で の内部統制や歯止め,お さえ とい うものはきかない ことが多い。

作動 しないとい って も過言ではないか も しれない。そのよ うな集団 とは,話 し

合いや交渉の場 を もとうとして も不可能 なことが多 いのであ る。

第3に,民 主 的な ルール,原 則 が全 く通 用 しな い とい うことで あ る。第2

の点 でのべた ことと関連す るが,非 国家的行為主体 との間で は,民 主 的なルー

ルとい うものが成立 しない。3)民 主主義 とい う思想や制度 に対 して も,そ れ

ら集団 は挑戦 して くるわけであ るか ら,は じめか らそのよ うな方法が成立す る

はずがない。す なわ ち,対 話,交 渉,協 議,取 り引き,妥 協 とい うよ うな もの

は存在 の余地が ないのである。主権国家の側がよびか けて も,応 じよ うとす る

姿勢がないため,話 し合 い とか,法 的ルール に基づ いた問題解決 の道 とい うよ

うな ものは不可能 なのである。 こうした状況下 において,い かに平和的解決を

はか るか とい う問題 は至難 のわ ざで ある。 こうした状況をまず はっきりと認識

す る必要が ある。非国家 的行為主体 による暴力行為 を,民 主主義 のルール と手

続 きによ って,い か に歯止 めをか けてい くか とい う問題 は,21世 紀 の人類 に

課せ られた重要 な課題 であ る。
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2.見 直される リック(低 強度紛争)対 策

非対称型戦争 とい うの は,じ っ は,21世 紀 にな って突然 出現 して きた とい

う全 く新 しい形態の もので はない。 すで に1980年 代半 ばか ら,ア メ リカに対

す るテ ロ,暴 動 は激 しく,ア メ リカはこれを リック(Lic.Low-IntensityCon-

flict低 強度紛争)と 名付 けて警戒 にあた っていた。 と くに,大 規模 なテロに

対 して は,情 報の収集,資 金 ルー トの遮断 特殊部隊の育成 ・強化 などを試 み,

それな りの対策を講 じて きたのであ る。4)

しか し,リ ックに対す る対策が たて られて きた とはいえ,ま だアメ リカの安

全保障観 には強大 な国家や 「な らず もの国家」 とい った主権国家 との戦 いを念

頭 においた防衛策 を優先す るとい う考え方が強か った ことは否あない。今 回の

大規模 テロ事件 の発生 は,こ うした国家安全保障観 か らぬ けきれない 「ホ ッブ

スの呪縛」 に とらわれ た結果で あるとい うことがで きる。5)今 後 アメ リカは,

主権 国家 によ る ミサ イルや核攻撃か ら国家を守 った り,前 方展 開によって安全

保障を確 たる ものにす るとい う,大 規模 な軍事力 による防衛 システムの強化を

はか るだけで はな く,ま す ます,リ ックとい う主権国家ではない行為主体 によ

る,あ らゆ る種類 の攻撃か ら,国 家や国民 を守 る措置 を講 じて いかな くて はな

らないであろ う。

これ まで戦争 は,主 権国家内の民族や集 団 による紛争であ る内乱や暴動か ら,

主権国家間の戦争,超 大国が対峙 した冷戦,そ して冷戦後 に顕著 にな って きた

民族,宗 教,地 域間の紛争へ とい う段階を経 て発展 して きた。それ にあわせて,

紛争解決の方法 もさまざま とられて きた。 ところが,9月11日 の同時多発 テ

ロとい う非対称型 の戦争 の勃発以後,そ のよ うな順を追 った段階的発想 は,全

く意 味 をな さな くな って しま った。 もちろん,冷 戦 のよ うな2っ の超大 国 に

よる支配構造が再 び地球に現われ るよ うな ことは当分 ないであろう。 それ以外

の内戦,テ ロ,主 権国家間の戦争 は,今 後,同 時的に発生 し,存 在す る可能性

が極 めて高 くな った。紛争 を解決す る手段が,そ れだけ複雑 かっ高度化 し,重

層的な性格 を帯 びて くるよ うにな って きた ことは間違 いない。

かつて,「 米国の抑止戦略は,テ ロやゲ リラか ら通常戦争や核戦争 にいたる
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まで,想 定 で きるあ らゆ る紛争 の勃発 を抑止 し,ま た抑 止 に失敗 して戦 争 に

な った ときには勝利を収 めるために必要 な,即 時 に投入可能 な軍事力を不断に

準備 して お くとい うものであ った」。6)兵 器体 系の近代 化 と軍事技術 の絶 え

ざる革新 こそが,お よそすべての戦争や紛争 に対処 す る要 をな していたとい っ

て も過言 でなか った。

しか もそ こには,ア メ リカの絶対的な 自己確信 とそれに基づ く単独行動主義

の信念が働 いていた。 アメ リカー国の力で,国 際秩序 を形成 し,維 持で きると

の覇権国家的世界観 が幅 をきかせて いたのであ る。

しか し,9月11日 の事件 は,こ う したアメ リカの神話 を無残 に も打 ち砕 い

て しまった。 アメ リカは無敵で はな く,ア メ リカの安全保障能力 は完壁ではな

いとい うことが白 日の もとにさ らされて しま った。 それは,ア メ リカの単独行

動主義 の限界であ り,主 権国家 を中心 とす る強大 な軍事力のみに頼 る安全保障

観 の脆弱性の証明であ った。

今後世界 は,ア メ リカの例 を教訓 と して,安 全保 障について の考え方の幅を

広 げ,リ ックの起 こる原困 な らびにそれに対す る対策を総合的 に検討 してい

か な くて はな らないで あろう。主権国家間の戦争 の原因 は特定 しやす い し,そ

の解決方法 もこれまで に積みあげて きた実績があ る。 しか し,非 対称型の戦争

にっ いては,そ の原因の究明が困難な場合が多い し,解 決方法 も未知数 に富ん

で いるといわざ るをえない。

3.同 時多発テロ事件がなげかけたもの

前 節 で の べ た よ うに,2001年9月11日 の ア メ リカで の 同 時 多 発 テ ロ は,

全 く予想 もされ ず,何 の前 兆 もな く突 然勃 発 した もので あ る とはい い きれ な い

面 が あ った。

ア メ リカ に対 す る テ ロは,1983年,在 レバ ノ ン(ベ イル ー ト)米 大 使 館 の

爆 破 に始 ま り,1993年2月 に は,世 界 貿 易 セ ン タ ー ビルが 爆 破 され,1995

年4月 に は,オ ク ラホ マ シテ ィーで連邦 ビルが爆 破 され た。 そ して1998年8

月 に は,ケ ニ ア と タ ンザ ニ アの米 大 使 館 が 同時 テ ロの攻撃 を受 け,2000年10



非対称型戦争と平和的解決9

月には,イ エメ ンのアデ ン港で米駆逐艦 が襲撃 されるとい うよ うに連続 して起

こって いた。 とくに,オ サマ ビンラデ ィンとその秘密組織 アルカイダに対 しは,

ここ数年,何 回 とな く国連 での話 しあい,協 議の場 に出頭 して くるよ うによび

か けがなされて いた。対話 による,非 暴力的な問題解決の場 の提供,申 し出 は

すでに数多 くなされていたので ある。彼 らは,当 然 その申 し出に応 じるという

よ うな ことは しなか った。そ して,今 回の ような同時多発 テロの発生 とい う大

事件を起 こしてい ったと推測 され るので ある。

したが って,何 らかの危害がアメ リカに加え られ るであろ うとの予測 は以前

か らあ ったが,そ れが今回の ような,ア メ リカの経済,軍 事,政 治の中枢拠点

が襲われ るとい うよ うな ことまで は想定 して いなか った。 まさに不意を打 たれ

たので ある。 この意味で,ア メ リカの一部関係者たちが,真 珠湾攻撃で あると

いったのは無理ないか もしれないが,し か し,真 珠湾攻撃では民間人 は襲 わず,

あ くまで軍事施設だ けであ った。 この点 は大 きな違いで ある。

しか も皮肉な ことに,今 回の被害 は,首 謀者 たちです ら,お そ らく予想 しな

か ったであろう漠大な もの にのぼ った。 これ は紛れ もな く重大 な犯罪で あ り,

戦争 とい って も決 して過言で はない。 この犯罪行為を少 しで も擁護 した り,論

点 をす りかえた論評を弄す るような ことは共犯 とみな されて もやむをえない点

が あろ う。今回の事態 は,将 来,起 こりうる同種 の事件へ の教訓 と して深刻 に

受 けとめな くて はな らない。 と同時 に,今 回 の事 件 は,次 の3点 の意 味 を人

類 にな げかけた といえ る。

第1に,前 述 したよ うに非対称型 戦争 とい う概念 を よ り鮮 明に浮 き彫 りに

した ことである。 と くに,従 来 のたんな るテ ロと大 きく違 って いると思 われる

点 は以下の点であ る。7)

(1)個 人が単独で相手 を殺傷 した り,自 爆 した りす る小規模 な もの とは大

き く違 うこと。すなわ ち,首 謀者 が国家の壁を こえ,国 際的な組織 っなが り,

ネ ッ トワークを もって いること。領土,領 域 なき広域国家 であるとい って もよ

いであろ う。

(2)豊 富 な資金 と,テ ロ実行犯 の確保 とい う人 的資源 に恵 まれてい ること。

したが って,時 には彼 らの背後 にテロ支援 国家が存在す ることもある。
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(3)高 度 な化学兵器,生 物兵器を所持 し,時 には,核 兵器の所有す ら予想

され ること。主権国家 どうしの軍備管理や核 管理体制 は,当 然,こ うした国際

テロ組織 を統制す ることはで きない。

(4)コ ンピュー ター,イ ンターネ ッ トなどを活用 し,主 権国家側の軍事,

経 済な どの コ ンピュー ター システムを破壊 した り,混 乱 させた り して しま うこ

と。 いわゆ る 「ネ ッ ト・ウォーズ」 で ある。1999年6月,ア メ リカ下院の小

規模企業委員会の公聴会で,ロ ス コー ・バ ー トレッ ト委員長 は,「EMP(Ele(卜

tromagneticPulse)兵 器 による脅威 は,コ ンピュー ター2000年 問題の比で

はない」8)と 危機感 をっの らせ た。EMPと は,破 壊的な効果を もっ電磁波

であ り,そ れを使 った兵 器 は,落 雷 の時 と同 じ威 力 を発揮 す る とい う。サ イ

バ ー ・テ ロによ る情報 イ ンク ラ網 の破壊 は,文 明社会の崩壊を意味す るとい っ

て も過言で はない。

このよ うに,非 対称型戦争 の場合,非 国家的行為主体 の側 は,主 権 国家で は

ないとはいえ,最 新の文明の機器 を利用 して,主 権国家が もっ武器以上 の機能

を フル回転 させ るのである。戦争 目的が,領 土や資源の確保,富 や情報源の獲

得 とい うよ うな これ までの もの とはちが って きて,た だ 自分 の要求を,事 前 に

何の明示 もな く,突 然 の暴力行為で示す とい う,相 手側を破壊 し,そ の結果を

「みせ しめ」 として宣伝す るとい うだけにな って いる。 戦争 に使用 している手

段 と しての武器 は,文 明の利器で あるが,掲 げ られている目標 は,極 めて原始

的な ものであ る。 俗な言 い方 をすれば,「 問答無用,言 わな くて もわか ってい

るな」 とい う態度である。そ こには,話 し合 いの無視 と拒否,民 主主義のルー

ルの躁躍 とい う姿勢 しかみ られ ない。 ここに非対称型戦争 の大 きな特徴があ る。

第2に,非 対称 型戦争 は,主 権国家 の安 全保 障観 に何 らか の変 更を迫 ると

い うことである。近代国家 は,言 うまで もな く,国 民 の生命,財 産,安 全を擁

護す るために作 られた もので ある。 しか し,そ の国家が極 あて脆弱であ り,完

全 な もので はない とい うことが露呈 された。国家の安全保障 とは,ミ サイル本

土防衛構想 のよ うな大規模 な装備 で国土を守 るのではな く,も っと小火器 を充

実 させた り,そ れ以前 に,非 対称型戦争を未然 に防 ぐ情報収集 システムを充実

させ た り,人 的育成を はか った りして,国 民を守 ることの方が先決で はないか
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との観念を国民が懐 くよ うにな った。 これ は,国 家の安全保 障か ら人間の安全

保障へ と,価 値観の転換を促す もので もあ る。

第3に,今 回 のテ ロ事 件の勃発 が なげか けた最 大 の問題 は 「前例」を作 っ

て しまった とい うことである。計画 はい くらで もたて ることはで きるが,そ れ

を実行 し,成 功 させ るとなると困難が ともない,多 くは挫折 して しま うことが

ある。 だが,今 回 の事件 は見本,モ デル,前 例を示 した結果 にな った。人間 に

は学習能力があ る。一度 ある ことが行われ る と,必 ずそれを真似 しよ うとい う

動 きが起 こって くる。今回の テロ事件 は,非 対称型戦争の重大なパ ター ンを形

成 したのである。今後人類 は,こ のよ うな事件がいっ起 こって も不思議 ではな

い,と い う状態 に入 ることにな った。高層 ビルや トンネル,橋 運輸 ・交通機

関をは じめ,政 府機関,経 済 ・金融 セ ンター,そ して何 よ りも原子力発電所 な

どは厳重な警戒体制を しく必要が あるであ ろう。文明社会,都 市型社会 は,文

明の機器を利用 した非対称型戦争 には極めて脆弱であ るとい う認識に立 ち,危

機管理体制 の0層 の強化が,常 時,欠 かせない ものとな ったのである。

もちろん,こ のよ うな大規模 な非対称型戦争 はいっ も起 こるとい うわけで は

ない。その頻度 はむ しろ少 ない とい って もよいであろ う。 ただ,少 な いとはい

え,一 度勃発すれば,そ の被害 は予想 もで きない程 の ものになるだけに,安 全

保障上の気 をぬ くことはで きないのであ る。

4.非 対称型戦争への対応の手順

非対称型戦争 に対 しては,ど のよ うな手順 をふんでその対応 にあた ってい っ

た らよいので あろうか。すで に確認 したよ うに,-0方 の当事者が主権国家で は

ないために,通 常 の国際法 のルールや規範で は対応で きない場合が多 い。 また,

突然 の奇襲,暴 力で攻撃 して くるため,い わゆる話 し合い,協 議,交 渉 とい う

よ うな平和 的解決方 法や民主主 義 の手順 をふ んだ対 応が 困難 で あ る。 この2

点 を しっか りとお さえて対処 してい くことが肝要である。 多 くの論考 に目を通

す と,こ う した前提 を認識 して いなか った り,看 過 していた り,無 視 した り し

てい るものが多 い。 そのためその主張 の多 くはたんな る理想論や空論 で終 って
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い る場合が ある。

また,問 題点が あま り整理 されてお らず,す べて の問題が同次元で論 じられ

て いるケースが 目立 っている。 例え ば,今 回の同時多発テ ロに対 して,「 貧困

の解決が急務」 とか,「 アフガ ン難民 を救助せ よ」 とか,「 イス ラムを もっと理

解す る必 要が あ る」 とか の論調 で あ る。それ らは,こ れか ら論 ず るよ うに間

違 ってはいない。その通 りなのであ る。だが,問 題 があま りに も同次元で雑多

に論 じられてお り,そ のために,解 決の糸口が見えていない。問題 のひとっひ

とっ を整理 し,そ の うえで全体の解決 にあた って,何 が必要か,ひ とっひ とっ

順 を追 って論 じていか な くてはな らないので はなか ろうか。今回の同時多発 テ

ロにつ いて は,次 の3つ の レベルで,順 を追 って 問題解決 を はか ってい く必

要が あると思われ る。 これは,と りも直 さず,今 後 の非対称型戦争 の解決 にあ

た って も,採 りうる手順 となる。

第1に,テ ロを計画,実 行 した首謀者,組 織,そ してかかわ った人物や国

家の徹底 した捜査であ る。法を犯 し,人 間を殺傷 し,器 物 を損壊 した関係者を

追求 し,検 挙 し,し か るべ き手続 きに基づ いて処罰す るの は,民 主主義 の当然

のル ールであ る。 もし,こ の部分 を曖昧 に して,徹 底 した捜査,追 求 もしない

で,結 果的 に事件の関係者がぬけぬ けとどこかで生活 し,や がて事件その もの

が風化 して しま う,と い うような ことが あ っては断 じてな らない。

毅然 たる態度で,粛 粛 と問題解決 に向か って処理 してい くことこそ,手 続 き

を重視す る民主主 義社会が まず第1に や らな けれ ばな らない措 置であ る。 そ

れを,こ うした手順で進む ことに水を指す よ うな議論 をす ることは,事 態を逆

行 させ るもの といわざ るをえない。 しか も,そ のよ うな議論 に共通 して いる特

徴 は,代 替案の提示がないとい うことである。 ただ客観的な分析 の意見 の開陳

に終 り,自 分 は何 ら積極的な解決策を提示 しないのである。いわ ゆる評論的な

意見,言 葉,レ トリックには耳 ざわ りのよい ものが多い。 また,一 般 的に,そ

うした客観 的な意見 にはあえて異議 を唱えに くい。 しか し,考 えてみれ ば,そ

れ はある意 味で は大変無難な議論なので ある。だれか らも攻撃 されないか らで

あ る。 いわば,「 安全網 の中に身 を置 いている」 の も同然だか らである。9)

重要 なことは,テ ロの実行犯,首 謀者,関 係者 を捕捉 し,し か るべ き裁判 に
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か け,犯 行の意図や 目的 など真実を問いただす ことである。 当然,相 応の処罰

も必要 である。 こうした措置 は,い わゆる警察行動で あ り,ま してや報復 とい

うもの とは次元が ちが うの は当然である。 こうした警察行動 を報復行動 とみな

し,そ の抑 制 をよ びか ける と した ら,で はその論者 は,他 のいかな る措置 を

もって事 に処 す というのか,そ の代替案を明示 しなければな らない。それがな

いとい うことは,犯 人 もしくは容疑者 をみすみす放置す ることにな って しま う。

法治国家 において は,ま た民主主義を標榜す る国際社会 において は,犯 罪 を犯

した犯人,も しくは容疑者 にっ いて は,徹 底 的に追求 し,捕 え,真 相 を糺 した

うえで一定の処罰を下 して い くとい うのは当然 の処置で ある。何 よりもまず,

こうした手だてが講 じられて い くことが最優先事項であるといえ よう。

問題 は,そ の際の手段であ る。で きれば武力 を使用せず,あ くまで平和裏 に

事 を進めるのが望 ま しい。最大 限そのよ うに努力すべ きであ る。 ただ相手 があ

る問題 であ り,た とえ こち ら側 がそのよ うに思 っていて も,相 手が どのよ うな

武器を所持 し,か っそれを もって歯向 って くるかわか らない。暴力を もって抵

抗す るとい うことは十分 にあ りうる。 その場合,こ ち ら側 も一定 の強制力の行

使 に踏 み切 る ことは避 け られないか もしれない。「テ ロ攻撃の実行犯組織 に対

す る自衛 目的の武力行使 はやむを得 ない,と い うのが世界の常識であ る」(松

村 昌廣)と い う意見 もあ る。

坂本義和氏 も,「 人道的介入」 の問題 に関連 してだが,次 のよ うにのべた こ

とがあ る。 「国際的に合意 された強制力の局地的 ・限定的な行使が,平 和 や人

権の確立 の前提条件づ くりと して,相 対的有効性を もっ場合が ある。 …今後,

さまざ まの試行錯誤があろ うが,も し国際的に一定の規範やルールの共有 が進

むな らば…軍事行動 とい うよ りは警察行動 とい うべ き国際行動がふえて い く可

能性があ る」 と。10)

あ くまで も警察行動 としての性格 に基づいて行動すべ きであ り,そ れ には,

1つ は,国 際社会の合意 に立脚 した法 ・規範 ・ルールを尊重 しなが ら事 に処す

こと,も う1っ は,実 行 の手 段や方法 も,法 や規範 に合 致 して いな けれ ばな

らない。11)

また,こ の点を もう少 し掘 り下 げると,も し武力行使 にふみ切 らなければな
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らない時 には,次 の3点 が必要 となる。12)第1に,相 手側か らの武力 によ

る反撃が予想 され るとい う予測の根拠 を示す ことである。直接 の根拠で もよい

し,も しくは,敵 対行為 の積み重 ね,す なわ ち累積的効果で もよい。相手側か

らの十分 な暴力 的抵抗が あ ることを明示 しなければ な らない。第2に,相 手

側 か ら受 けた被害 とほぼ同程度の被害 にとどめ る武力行使で なければな らない。

比例の原則で ある。 もちろん,相 手側か らの攻撃 によ って生 じた被害の程度 は,

簡単 には,ま たす ぐには割 り出せないであろ う。 当然 概算 にな らざるをえな

い。要 は,過 剰攻撃 無差別反撃 を して はな らない ということである。軍事施

設への攻撃 に限定 して,他 の施設,と くに民間のそれへの被害 は最少限に止め

るべ きであ る。 第3に,攻 撃 の 目標 をテロ組織 の破壊 に限定す ることであ る。

と くに,非 戦闘員 や民間人 を巻 き添 えにするよ うな攻撃 は極力ひか えな くて は

な らない。 もちろん,テ ロ組織 によ って は,民 間人 を装 い一般市民 に紛 れ込ん

で,テ ロ行為 に及ぶ ことが多 いので,こ の点 にっいて実 際に武 力行使に踏み切

ることは大変 な困難 を ともな うであろ う。 しか し,テ ロ組織を破壊す るために

は,民 間の協力 は欠かせない。 いな,民 間人を敵 に回 して しまったな らば,警

察行動 といえど も,そ の効果 は半減 して しま うであろ う。

ともあれ,武 力行使 にっいて は,あ くまで慎重 でなければな らない。だが,

そ うか といって,武 力 の行使 を完全 に封 じて しま うことは,非 対称型戦争 の場

合,難 しい状況 にあるといわざるをえない。 ここにひ とっの ジレンマがあ る。

ただ ここで確認す ると,非 対称型戦争 にお ける一方 の当事者 であるテ ロ組織 な

どは,話 し合 いを拒否 し,暴 力 を伴 う示威運動 によって,自 己 目的を達成 しよ

うとす る意図を有 しているのであるか ら,そ れ に対応す るには,残 念なが ら,

時 として一定の力 の行使 は避 けられないか もしれ ないのであ る。

民主主義 は寛容 の精神 に立脚 して いるが,そ れ は決 して弱腰 の,消 極的民主

主義で はない。積極的な,戦 う民主主義 といってよいであろ う。 それは,あ く

まで も法 に則 った人権の擁護 であ り,法,ル ール,規 範 を無視 して,人 権を傷

つ けた場合 は,断 固 として,法,ル ール,規 範 に基づいて処罰す るとい う戦 う

態度 に基づ いている。大事な ことは,無 法行為や暴力行為を した ものは,そ の

報 いを必ず受 け,そ のよ うな行為 は決 して割 に合わ ない とい うことをは っきり
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と自覚 させて い くことであ る。 と くに,テ ロによ る目的達成 という意 図は,結

果 的に大変高 くつ き,行 って は損で あるとい うことをテロ関係者 に徹底 して理

解 させ る必要があ る。 テロ行為 は必ず捕 ま り,厳 しく罰せ られ るという風潮を

国際社 会に確立 して い くことが肝要であ り,こ れ こそがテ ロ行為 に対す る最大

の抑止 力 となるのであ る。13)

非対称型戦 争の解決 に向 けての手段 の第2段 階 目が,貧 困 の解決 とか格 差

の解消,ま たアラブとイス ラエルの対立 の除去 とか いう,や や本質的な問題 へ

の対処 である。

こうした問題 は,今 日地球 的規模で解決を迫 られてい る重大 な問題 であるが,

もとよ りその解決 は困難であ り,早 急に行え るものではない。今 日で は,む し

ろ グローバ リゼー ションの進展が あ り,貧 富格差 は益 々広が っている。 また,

普遍主義 に対 す る民族 や国家 による個別的な アイデ ンテ ィテ ィの主張 の問題 も

顕在化 して いる。 こうした構造的問題の解決 は一筋縄 ではいかない点が ある。

したが って,前 述の第1段 階の措置を全 くと らず,「 テ ロは貧困 の問題がな く

な らない限 り解決 しない」 とかい う本質論 と称す る議論 を展 開す るだ けで は全

く問題 の解決 にはな らない。 もちろん,本 質論 を論ず る ことは重要な ことで は

ある。 それ は議論のひ とっの基軸 にな る。それ に もとつ いて,忍 耐強 く,問 題

の解決 にあた って い くことは肝要であ る。非対称型戦争の多 くは,こ うした本

質的な問題が,戦 争 の原因にな っていることはい うまで もない。ただ大事 な こ

とは,第1段 階 の措置 を と った うえ で,こ の本質 的な問題 に しっか りと目を

見すえ るとい うことで ある。

テ ロ行為 の原因 も,そ の多 くは,貧 困,格 差,差 別,抑 圧 などを生み出 して

い る国際体系 にあ ることはい うまで もない。そのよ うな国際体系 のあ り方 を転

換 させ,平 等原理 に もとつ いた新 たな国際 システムの確立を はか ってい くこと

は当然必要な ことであ る。 ただその際重要な ことは,構 造 とか,体 系(シ ステ

ム)と い うと,わ れわれは,そ れを非人間的な,物 理的,物 質的 な仕組み とみ

な し,客 観的な分析に終始 して しま う嫌 いがあ るが,そ の ような態度で は許 さ

れない。すなわち,差 別や抑圧 の体系 を生 んでいる今 日の文 明の構造 に対 して,

われわれ もそれを担 って いる当事者 であるとの意識を もっ ことが肝要で ある。
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いか に構造が強固に見え ようと も,ま た,そ の中に我 々が埋没 しているよ うに

感 じられ ようとも,人 間 と しての心 の痛みをっねに忘れない ことが大事である。

坂本義和氏 はこの点 にっ いて次のよ うに指摘す る。

「テロに反対 して,多 くの人が多 くの言葉を使 って きた。 しか し,そ こには,

テロを分析や評論 や政策の対象 と して,ま た 自衛隊派遣の対象 として,あ るい

は許 せない悪 として,自 分 自身の外 にある問題 とと らえる姿勢 はあ って も,こ

れを 自分の内にあ り,自 分たちの生 き方 として の 『文明』 の問題だ と受 けとめ

る,苦 渋 にみ ちた 自問の声 は,私 の知 る限 り,マ ス ・メデ ィアで は聞か れな

か った。『テ ロの根 には貧困があ る』 という発言 は無数 にあるが,『 それ は長期

的な課題』 とされ,将 来で はな く,今 の 自分 たちの生 き方 と しての 「文明』 の

在 りようを自問す る,痛 みの こもった言葉 は,私 の 目にはとま らなか った。 こ

れ は,ど ういうことだ ろうか」。14)

本質的問題の解消 は時間がかか る とのべた。 しか し,こ うした心の痛み に も

とつ いて,文 明の矛盾 に挑戦 していけば,そ の課題 は,漸 進的か もしれないが,

目に見え る形で解決で きるか もしれな い。冷戦構造 の崩壊 を予想 した人 はだれ

もいなか った。 しか し,レ ーガ ン,ブ ッシュ両 アメ リカ大統領 と,ゴ ルバ チ ョ

フ ・ソ連大統領のま さに人間的決 断によって,そ れはあっけない幕切れを迎え

た。今 日の文明の抑圧構造 も,人 間の意思の力 によ って,そ の解決 は,決 して

不可能で はないか もしれ ないのであ る。

そ して,第3段 階 での措置が,非 対称型戦争 を解決 した り,回 避 した りす

る手段 と しての非暴 力や対話 の価値の浸透や確立であ る。 これ も先 に指摘 した

が,テ ロ集団 は,非 暴力 や話 し合 いを認 めない。む しろそれ に挑戦す る行動を

とる ことによ って,世 界の注 目を集 め,そ れを 自分 たちの政治 目標 の達成 と考

え るのであ る。 したが って,こ うい う状況下 にあ って,非 暴力や対話の価値を

浸透 させてい くことは至難 の技であ る。 しか し,そ れ は21世 紀 において,紛

争解決 の手段 として,断 固確立 していかな くて はな らない措置であ る。そのた

めに,教 育,宣 伝,啓 蒙 などあ らゆ る方法を動員 して,こ の地球上 のすべての

人々に,そ のよ うな非暴力による紛争解決の方法を訴 えてい く必要 がある。 こ

れ こそ,膨 大 な時間を要す る長期的な作業である。 しか も,そ れ らの価値 は,
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すべての人が同時 に承認 し,受 け入れなければ意味をなさない とい う難 しさが

あ る。国連や地域的な国際機 関などをは じめ と して,あ らゆる場を通 して,啓

蒙 してい く以外 にないといえ よ う。

このよ うに,今 回の同時多発 テ ロ事件 に対 して採 るべ き解 決策 を3段 階の

レベル に分 けて考察 したが,こ の3っ を,最 初 の段階 か ら1段 階ずつ で きる

だ け順序を踏んで解決 に臨んでい くことが肝要である。 この順番 を無視 して,

い きな り第3段 階 の方法 を訴 え た り,あ るいは,第2段 階 めの本質 的な問題

の解決 にあた らな くてはな らないとか論 じて もあまり意味がない。 それ こそ問

題 の根本的解決 を等 閑に付 して しまうことになるであろ う。

まず第1段 階の解 決 に しっか りと取 り組み,次 に第2段 階 の問題 に取 りか

か る,と い う順番を踏む ことが肝要である。 もちろん,各 段階の措置が,多 少

前 の段 階の措 置 と重な ることは止むをえない。 同時並行 して進んでい くことは

当然 あ りうる。大事 な ことは,こ の段 階の順番 を無 視 して,い きな り第2段

階 や第3段 階 の措 置を講 じよ うと訴 えて も,そ れ は問題 の根 本的解決 に はな

らないとい うことで ある。

今後,非 対称型戦争があ るいは起 こりうることが予想 され るが,そ の場合,

ここに記 したよ うに,3段 階の措 置を第1段 階か ら順を追 って講 じて い くこと

が肝要であ る。あ くまで も現実 を しっか り認識 し,そ の うえ にた って理想 を追

求 して い くとい う態度が,最 も現実 的な問題解決の方法である ことを忘れては

な らないか らであ る。

5.非 対称型戦争への対応の方途

非対称型戦争を平和的 に解決 しよ うとす る際 その障壁 となる ものは,す で

に指摘 したよ うに,一 方の当事者 が主権 国家で はないたあに,そ の主体の行動

について抑制が きかないこと,ま た,国 際法や国際社会の取 り極 めが十全 に適

用 で きない ことであ る。 したが って,極 論すれば,か つてのよ うな ジャングル

の法則,弱 肉強食の論理で押 さえ込 む しか解決方法がない とい うことにな って

しま う。 それをいか に回避す るか とい うことが,21世 紀 の国際社会 に課せ ら
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れた大 きな課題 なのであ る。そのための方途 と して,以 下 の点 を例示 してお き

たい。

第1に,予 防措 置の重要性 であ る。戦争 発生以前 に,戦 争 の根 を摘む ため

の措 置を講 じて い くことであ る。15)そ の ためには,情 報 収集 とその結果 の

共有が欠かせない。多様 な手段 を用いて情報 を収集 し,か っ,そ れを多 くの主

体が交換 しあ って共有す る。それ によ って,戦 争の発生を未然 に防いで い くの

であ る。

第2に,そ の場合,NGOの 役割が大 きな もの となろう。 政府ではな く,民

間 とい う立場か ら少 しで も多 くの集団や主体 と接触 し,情 報 を収集 し,時 には,

NGOの 立場で戦争 防止 の方 向へ と手を打 ってい く。非対称型戦争 にお いて は,

国家 とNGOの 協力関係が不可決の ものとな って い くであ ろう。

第3に,国 際協調 主義 であ る。国 際的な テ ロ集団 や暴 力組織 に対抗 して い

くためには,国 際的な強調が欠 かせ ない。国際協調主義の包囲網 によ って,テ

ロ集団な どの孤立化を はか ってい くのである。 そのために,戦 争が発生 してか

ら国際的な協同歩調を とること も大切であるが,で きればそれ以前 に,テ ロな

どに対応す るための国際 レジームを事前 に強化 してお くことが必要不可欠であ

る。

この意 味で,2001年12月13日,ア メ リカは,テ ロなどにアメ リカと して

個 別 に対応 す るた め,ミ サ イル に よ る米 本土 防衛 を 強化 す る関係 上,ABM

(弾道弾迎撃 ミサ イル)制 限条約か ら一方的に脱退す ると発表 したが,こ れ は

全 く時代逆行の発想であ るといわざるをえない。 テ ロ集団か ら国土を守 る とい

うのであれば,逆 に国際協調を強化 し,一 国で も多 くの国家の協力をえて,国

際的 な包囲網をは ってお く方が効果的である。 アメ リカの単独行動主義 こそ,

かえ ってテ ロ集団 の攻撃 を誘発 しやす くす るといえ よう。

第4に,国 連活動 の強化 であ る。非対称型 戦争 は,戦 争 の一方 の当事者が

主権国家で はないために,国 連 の能力には一定 の限界 があ るか も しれない。 し

か し,国 連 は国際社会の平和 と安全を維持す るために存在す る,貴 重 な普遍 的

組織 である。 国連を通 してあ らゆる国家が協力関係を強化 し,テ ロ集団な どに

対抗 してい くことが肝要であ る。 また,戦 争 の平和 的解決にあた って も,非 対
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称型戦争の場合,し か るべ き国際法規 は完全で はない。そのために,で きうる

限 り国連憲章 などを参考 にす るなど して,そ れを準用 しなが ら紛争解決 に対処

してい くことが望 ま しい。非対称型戦争 に適用 される国際法規の整備,確 立が

急がれ るところであ る。

第5に,地 域 的な国際機構の充実である。21世 紀 において,地 域機構 の果

たす役割 は益 々重要 にな ってい くであろ う。 とい うのは,そ れは地域 の実情 に

即 した,キ メの細 い対応が可能 だか らである。地域の もっ,潜 在能力 を引き出

す に も適 して いるで あろう。地域 内の情報交換 も,も ちろん密接 な ものになる。

テロ集団の活動な ども,監 視 しやす くな るで あろう し,資 金や武器の流れ もお

さえやすい。地域 的な国際機構の充実 は,安 全保 障共同体 と しての力を強めて

い く効果的な場 とな る。非対称型戦争の防止 とその平和 的解決のために,地 域

的な国際機構 の強化,充 実 は不可欠の ものである。

第6に,仮 称 「地球警察軍」(globalconstabularyfarce)の 創設で ある。16)

国内社会での犯罪 に対 して は,国 内警察が捜査 にあた り,犯 人 を捕捉 し,裁 判

にか ける。 それ と同様 に,国 際社会 において も,テ ロによる殺鐵や,人 権躁躍

などの重大犯罪に対 しては,そ れを取 り締 まる地球警察軍を国際社会の総意 と

して創設 し,国 際社会の治安の維持 にあたる ことが望 ま しい。既設の正規軍を

出動 させ ると,そ れは国家防衛を主 たる目的に しているため,ど う して も軍事

的行動 に走 りやすい。 また,た んなる警察 では,国 内治安 のための機能 しか果

たせず,凶 暴 なテロ集団に は立 ち向かえない。そ こで地球警察軍 を設 け,地 球

社会全体の治安の維持 にあた ることが必要 となる。 それ は当然 紛争鎮圧機能

と平和維持機能をあわせ もっ ので,そ れな りの装備 は しな ければな らない。 し

か し,基 本 は,あ くまで も紛争の平和的解決で あ り,物 理 的暴力の行使 は極力

禁止 すべ きである。要 は,各 国が協力 して,こ の ような国際 的な警察力を もっ

て,テ ロな どを未然 に防 こうとす ることであ る。 また,不 幸 に して発生 して し

ま った場合 の ことを考えて,す みやか,か っ平和裏 に解 決で きるよ うに,思

切 った制度的措置を講 じてお くことが,必 須 の条件で ある。

第7に,国 際的なテロ集団に,武 器や軍事技術,お よびその専門家,さ ら

に資金な どが流 出 しないよ うに国際的な監視体制 を強化す ることであ る。国連



20

のよ うな既存の国際組織が この役割を担 って もよいであろう。 とくに,資 金源

を断っ ことは絶対 に不可欠であ り,そ のための国家 間の協力体制を強化 す る必

要 が あ る。1999年 に国連総会 で,「 テロ リズムのための資金供与 の防止 に関

す る条約」 が採択 され たが,日 本 はまだ批准 していない。 このよ うな取 り極め

の強化を はかることが肝要で ある。

第8に,一 般市民 に対 す る教育で あ る。17)い か なる理 由で もテ ロは絶対

悪で ある。暴力の行使 は民主主義社会の破壊 である。 問題の解決 は,忍 耐強 く

話 し合 いで,対 話で行 っていかな くて はな らないというル ールを,国 際社会全

体 に周知徹底 して い くことであ る。国際世論 のいや ま しての,問 題 の平和 的解

決へ向 けて の意識 を醸成す ることが,今 後益 々要請 されて くるであろ う。

6.非 対称型戦争に対する対応の不備

現今 の国際社会 では,非 対称型戦争 に対す る対応 において,多 くの面 で不備

が 目立 っている。 た とえば,同 時多発 テロ事件が起 こった時,ア メ リカは,こ

れは 「新 しい戦争」 であ り,そ れ に対 して武力で反撃す るの は,「 国連憲章 に

基づ く自衛権の行使で ある」 と繰 り返 した。

国連憲章が武力行使 を止むをえない と認 めて いるの は,(1)安 全保障理事会

が必要 と認 めた時(2)武 力攻撃 にあ って,安 保理が措 置を とるまでの間,自

衛権を行使す るとい う時,で ある。18)ア メ リカは とくに,(2)の 方 を根拠 と'

して,自 衛権の発動 を した。 しか し,こ の自衛権 も,自 衛のため とはいいなが

ら,闇 雲 に武力 を行使 して よい とい うので はな く,次 の3つ の条件 が必要で

ある。(1)差 し迫 った必要性が ある時(2)ほ かに手段がない時(3)過 度 の武

力行使ではない こと,以 上の3点 で ある。19)

ただ し,ア メ リカは,自 衛権 の行使 とい う考え方の中に,予 想 される攻撃 に

対す る 「先制 自衛」攻撃 も自衛権の行使 にあたるとい う立場 を とっている。今

回の アメ リカでの同時多発テ ロ事件 は,こ う した武力行使 を容認す る条件 を満

た しているよ うに も見え るが,し か し,テ ロ集団をか くまって いるという理 由

だ けを根拠 に,果 して 自衛権の枠 におさまって いるか どうか,若 干の疑問 は残
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るところである。

だが,こ れはアメ リカの責任 とい うよ りも,非 対称型戦争 という新 しい戦争

においては,既 存の国際法や国際ルールで はカバ ーで きない面があ る,と い う

ところに も問題が あるので はなか ろ うか。武 力行使の合法性 や正当性 にっいて,

非対称型戦争の場合,国 際社会 の総意や合意がまだで きあが っていない とい う

のが実情であ る。

これ と同 じく,戦 争犯罪 人を裁 く国 際法 廷 も不備で あ る。国 際司法 裁判所

(ICJ)は,い うまで もな く主権 国家 間の問題 を取 り扱 う裁判所 で あ り・第2

次世界大戦後のニ ュール ンベルク,東 京 の両軍事法廷以降,初 の戦犯国際法廷

であ る旧ユー ゴスラ ビア戦争犯罪国際法廷(オ ランダ ・ハ ーグ)は,2001年

5月,設 立か ら8周 年を迎え たが,あ くまで も臨時の ものであ って常設で はな

い 。

そ こで,国 連総会 は1989年,国 連国際法委員会 に対 して,国 際刑事裁判所

(ICC=InternationalCriminalCourt)規 程 の草案を容易す るよ うに要請 し,

同委員会 は1994年,ICC規 程最終案を提示 した。 この案 は,1998年6月 か

ら7月 にか けて 開かれた ローマ会議で圧倒 的多数 の賛成を もって採択 された

(ICC設 立条約)。 しか し,こ の条約が発効す るには,60力 国の批准が必要だ

が,ま だそ こまで達 して いない。反対す る国家 は,自 国の国内法制 との調整が

で きていなか った り,国 家主権 と抵触す る部分が あると主張 して いるのであ る・

国際刑事裁判所 は,今 後,非 対称型戦争 の発生 を抑止 した り,ま た,そ の戦

争中にお ける重大犯罪を裁 くうえで,重 要 な役割 を果たす ことになろ う。 ただt

国 際刑事裁 判 所が 処罰 で き るの は,「戦争 犯 罪」,「大 量虐 殺 罪(ジ ェノサ イ

ド)」,「人道 に対 す る罪」,「侵略の罪」 の4犯 罪 に限定 されて いる。20)そ こ

には,テ ロに対す る犯罪 は含まれて いない。テ ロについて は,す でに存在 して

い る 「テロ防止 関連条約」 に従 って,加 盟国の国内裁判所で処罰すればよいと

い う考え に立 ってい るのである。

しか し,非 対称型戦争 における大規模 なテ ロは,ひ とっ の戦争 といって も過

言で はない。 現 にアメ リカは,1998年8月 の タンザニアとケニアで起 きたア

メ リカ大使館連続爆破事件の被疑者 と して,今 回 の同時多発テ ロに も関与 した
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とされ るオサマ ・ビンラデ ィン氏 を早 くか らアメ リカの法廷 に訴追 していたの

である。 しか し,今 日まで被疑者 の引 き渡 しはな されてお らず,結 果的 に大惨

事が引 き起 こされて しま った。 「テロ防止関連条約」 とい う枠組みだけでは明

らかに不十分であ り,よ り包括的なテ ロ処罰 のための,い な,非 対称型戦争 に

お ける犯罪 を処罰 するための制度が必要 であ り,そ れを国際刑事裁判所 に求め

て も不 自然で はないであろ う。事実,欧 州の司法関係者の間では,今 回のよ う

なテロ事件 は,「 人道 に対す る罪」 と して裁 くことが可能で あ り,国 際刑事裁

判所 を早 く設置すべ きであ る,と の声が高 ま ってい る。

もし国際刑事裁判所がなければ,ア メ リカが要求 している首謀者 らを,特 別

軍事法廷で裁 くとい うことにな り,そ れは報復色を強 く出 しかね ない。公正 な

審理,公 開性 人権 の擁護 な どが十分 になされ るのであろうか。非対称型戦争

における人道法の整備や国際法廷の創設 は,急 務 である。

7.人 間の安全保 障

アメ リカでの同時多発 テロ発生後,ア メ リカの リチ ャー ド・マイヤーズ統合

参 謀本 部議 長 は,「 なぜ テロ集 団か らアメ リカの軍事 と経 済 の要衝 を守 れ な

か ったのか」 と詰問 され,次 のよ うに弁明 した。 「わが国 は外か らの脅威 には

強 いが,内 か らの脅威 にはそれ ほど強 くない」 と。21)

これが冷戦後,唯 一 の超大国 とな ったアメ リカの本音である。むか う敵 な し

と思 われ た覇権国家 アメ リカの思い もか けない脆 弱性 の吐露であ った。 しか し

これは案外真実なのか もしれな い。主権国家 は,主 権国家 との戦争を想定 して

軍備,防 衛力,攻 撃能力 の増強にっ とめて きたが,主 権国家ではない非対称型

の主体 との戦 いには,案 外 もろい面を もってい るのである。 と くに,冷 戦 を経

験 して きたアメ リカには,外 か らの核攻撃 とい う脅威 にたち向 うことがすべて

で,民 間人を装 った人が,民 間機 で国 内で 自爆テ ロを行 うとい うことは想定 し

ていなか った。

コ リン ・パ ウエル ・アメ リカ国務長官 は,同 時多発テ ロによ って,「 冷戦 も

冷戦後 も終 った」 と喝破 したが,た しか にこれ までの戦争 の形態 は終わ り,戦
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争 の新 しい局面 が開かれた ことは間違 いない。 もちろん,こ れまで とすべてが

変わ って しま ったわけで はな く,こ れまでの戦争 の形態 に加えて,そ の上 に戦

争の新 たな局面が開かれ ることにな った,と い った方が正確であ る。

その際 最大 の問題 は,国 家安全保 障の限界 とい うことであろ う。 これ まで

は,国 家を守 ることがすべてであ った。国家を通 して人間が守 られ,国 民の生

命,財 産,自 由が保障 され ると約束 されて きた。だが,そ れは もはや神話 と化

して しまった。国家 を守 って も,人 間が守 られ るとは限 らな くなったのであ る。

その意味で,こ れか らの非対称型戦争の勃発 を防止す るためには,価 値観 の

根本的な転換が必要 となろ う。それ は,国 家ではな く,人 間を守 る。人間の安

全 を保障す る ことが最大の価値である,と す る考えであ る。 さ らにい うな らば,

武力紛争を抑止す るために軍事力を どう使 うか,と い う考 えで はな く,武 力紛

争の根源を絶っ にはどうすればよいか とい う発想であ る。 この意味で1994年,

「国連開発計画」(UNDP)が 『人間開発報告書』 の中で 「人間の安全保障」 と

い う開発のための新 たなパ ラダイムを提唱 した ことは,画 期的な ものであ った

とい ってよいで あろう。22)

すなわち,そ れ は,国 家安全保障 とい う国家 を単位 とす る考えでは,国 家 の

安全が保障 されて も,そ の国家 の中の国民一人一人の安全 は確か なものにはな

らない。 内戦,犯 罪,飢 餓,地 雷,環 境破壊な どによって生存が おびやか され

ている。また,怪 我や病気,失 業 や貧困,差 別や抑圧な ど身体的,経 済 的,社

会 ・政治的な問題 で苦悩に追 いや られている。 こう考え ると,た んに国家 の レ

ベルの安全 だけで はな く,人 間の レベルで,真 に先 のよ うな苦悩か ら解放 され,

安全が達成 されて いなければ,本 当の意味での安全保障 とはいえないので はな

か ろ うか。安全保障の対象を,国 家の安全で はな く人間0人0人 の安全 にかえ

てい く。 これが人間の安全保 障の基軸概念であ る。

とくに今 日で は,麻 薬,エ イズ,テ ロ,環 境破壊,核 拡散,経 済危機 など,

国家や国境 を こえて個 々の人間 に脅威が直接襲いかか って きている。 このよ う

な脅威 に対 して は,国 際社会が協 力 して予防 に努 め,安 全保障を確かな ものに

していかな くて はな らない。国家だ けの レベルで,安 全保 障を考えて いた時代

は終 焉 し,こ れか らは国際社会 の レベルで,協 力 して人間を守 るとい う発想 に
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立っ必要が ある。非対称型戦争 に対処す るためには,こ の人間の安全保障 とい

う価値観 の浸透 とを実現す る普遍的な制度の確立が不可欠である。

国連 は,人 間 の安 全 保 障 を早 期 予 防的 に実 現 す るた め に,1999年3月 ,

「人間 の安全保 障基 金」 を 日本 の支援 の もとで設立 し,2001年1月 に は,緒

方貞子前 国連難民高等弁務官 とアマルティア ・セ ン ・ケ ンブ リッジ大学教授を

共 同議長 とす る 「人間の安全保 障委員会」 を発足 させた。 これ らの活動の評価

は,ま だ未知数で あるが,し か し,こ の理念 を浸透 させ,そ れに立脚 した施策

を講 じて い くことが,非 対称型戦争 を予防す るひとっ の重要 な措 置にな ってい

くもの と期待 してよいであろ う。

紛争の要因 に,貧 困や貧富の差が あることははっき りして いる。 それに対 し

て,た んに経済支援をす るだ けでは根本 的な解決 にな らないことも明確であ る。

教育 の拡充,政 治の民主化,犯 罪組織 の壊滅 とい った 「社会開発」 や 「人 間開

発」が必須 である。そのような開発計画 をともな う 「人間の安全保障」 は,非

対称型戦争 の根本 的要因を除去す るのに貢献す ることになろ う。

8.む す びにかえて

非対称型戦争 にたちむか う態度 として大事 な ことは,当 事者意識 に立っ とい

うことで ある。 アメ リカの同時多発 テ ロ事件 は,事 件 の規模 と悲惨 さ もさるこ

となが ら,そ れが メデ ィアによ って,世 界中の人 々の 目に,リ アル タイムで配

信 され ることにな った という点 に大 きな特色があ る。想像 もっかない暴力行為

によ って,人 命 と文明が破壊 され る。 この惨状を 目のあた りに して,多 くの人

は怒 りにふ るえた ことと思 う。法 と正義 に立脚 した民主主義 的な文明社会を,

非人間的な暴力行為 によ って一瞬の うちに破壊 して しま う。 このような非人道

的 なや り方 は断 じて許 され るものでない。 と くに,何 も知 らず に生命 を奪 われ

た本人お よびその家族,関 係者の悲 しみ は測 り知 れない。 しか も大半 は戦争 と

は何 の関係 もない民間人である。 こうした被害者 の側に立 った当事者意識を も

っ ことが何 よ りも肝要 である。 この意識 に立たず,問 題 を客観視 し,い くら良

識ぶ った分析を したと して も,そ れ は,た んな る空論 で しかない。あ くまで も
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当事者意識 に立脚 して,首 謀者 およびその国際的なテロ集団をいかに捕捉す る

か,そ して,し か るべ き手続 きで処罰 してい くか とい うことに思 いをめ ぐらせ

て い くことが先決であ る。 と同時 に,文 明社会 に生活 してい る我 々もまた,犯

罪者 を生 み出 している社会経済 システムを作動 させてい る0員 であるとい う当

事者意識 すなわち,自 覚 を忘れてはな らない。非対称型戦争た る直接 的暴力

は,構 造的暴力 とい う温床 の中か ら生 じて くる場合が多 い。 その構造的暴力 も,

無意識 の うちに人間が生み出 しているとい って も過言で はない。 ゆえに大事な

ことは,文 明社会 に生 きる我 々が,当 事者意識 を もって,構 造的暴力の除去 に

少 しで も努力す ることであ る。 それが,直 接的暴 力の発生 を未然 に防 ぐ,大 き

な要因になってい くことは間違 いないか らであ る。

ともあれ,こ う した当事者意識 の視点 にた って世界を傭畷す るな らば,国 際

関係 を とらえ る視点 も何 らか の転換 をはか り,か っ,広 く新 しい見方を して い

く必要があ ろう。 そのひ とっ と して,例 えば,「 ポス ト冷戦 の世界 システムを

考え る上で重要 なのは,イ スラム復興現象や イス ラム主義を手 がか りに・国際

社会 を欧米中心 の秩序観だけでな く,イ ス ラーム ・ネ ッ トワークの観点か らも

理解す ることで あ る」23)と の指摘 は重要 で ある。西欧 中心 の近代 文明史観

の転換 をはか ることも,非 対称型戦争 の平和 的解決に向 けての,現 今 のひとっ

のパ ラダイムシフ トであ る。
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